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教育・保育提供区域 関係法令等 

 

○子ども・子育て支援法【抜粋】 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第 61 条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に

関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるもの

とする。  

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。  

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提

供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以

下「教育・保育提供区域」という。）ごとの当該教育・保育提供区域における各

年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九条第一項各号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育

事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに

係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同項第三号に掲げる小学校就学前

子どもに係るものに限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しよう

とする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期  

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ど

も・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支

援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期  

三 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の

推進に関する体制の確保の内容 

＜第 3項 略＞ 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、

子どもの保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に

関する意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。  

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環

境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・

子育て支援事業計画を作成するよう努めるものとする。  

＜第 6項以下 略＞ 
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○児童福祉法（改正後）第 35条【抜粋】※保育所認可に係る条項 

＜第 1項～第 3項，第 5項～第 7項 略＞ 

４ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道

府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 

８ 都道府県知事は、第五項に基づく審査の結果、その申請が第四十五条第一項の条

例で定める基準に適合しており、かつ、その設置者が第五項各号に掲げる基準（そ

の者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、同項第四号に掲げる基準

に限る。）に該当すると認めるときは、第四項の認可をするものとする。ただし、

都道府県知事は、当該申請に係る保育所の所在地を含む区域（子ども・子育て支援

法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。以下こ

の項において同じ。）における特定教育・保育施設（同法第二十七条第一項に規定

する特定教育・保育施設をいう。以下この項において同じ。）の利用定員の総数（同

法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限

る。）が、同法第六十二条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県子ど

も・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設に係る

必要利用定員総数（同法第十九条第一項第二号及び第三号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係るものに限る。）に既に達しているか、又は当該申請に係る保育所

の設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県子ど

も・子育て支援事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労

働省令で定める場合に該当すると認めるときは、第四項の認可をしないことができ

る。 

 

○子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）【抜粋】 

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項 

二 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項 

市町村子ども・子育て支援事業計画において定めることとされた事項は、次に掲

げる事項その他別表第一に掲げる事項とする。 

なお、指定都市等及び児童相談所設置市（児童福祉法第五十九条の四第一項に規

定する児童相談所設置市をいう。以下同じ。）にあっては、本指針において都道府

県子ども・子育て支援事業支援計画に盛り込まれている内容のうち、指定都市等及

び児童相談所設置市が処理することとされているものについては、適切に市町村子

ども・子育て支援事業計画に盛り込むことが必要である。 
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１ 教育・保育提供区域の設定に関する事項 

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教育・保育

の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的

に勘案して、小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、

保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域（以下「教育・保育提

供区域」という。）を定める必要がある。その際、教育・保育提供区域は、２の（二）

の⑵に規定する地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となる

ことを踏まえて設定すること。 

この場合において、教育・保育提供区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。一方、教育・保育提供

区域は、２の（二）の⑵に規定する地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整

の判断基準となること等から、法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分（以下「認定区分」という。）ごと、地域子ども・子育て支援事業の事業ご

とに教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実態が異なる

場合には、実態に応じて、これらの区分又は事業ごとに設定することができる。 

なお、市町村整備計画を作成する場合には、当該市町村整備計画に記載する保育

提供区域（児童福祉法第五十六条の四の二第二項第一号に規定する保育提供区域を

いう。）は、当該教育・保育提供区域と整合性が取れたものとすること。 

 

＜参考＞児童福祉法第 56条の 4の 2【抜粋】 

第 56 条の 4 の 2 市町村は、保育を必要とする乳児・幼児に対し、必要な保育を確

保するために必要があると認めるときは、当該市町村における保育所及び幼保連携

型認定こども園（次項第一号及び第二号並びに次条第二項において「保育所等」と

いう。）の整備に関する計画（以下「市町村整備計画」という。）を作成することが

できる。 

２ 市町村整備計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 保育提供区域（市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定め

る区域をいう。以下同じ。）ごとの当該保育提供区域における保育所等の整備に

関する目標及び計画期間 

＜第 2項第 2号以下 略＞ 


